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平成３０年度国保広域化について 
 
（１）市町村国保が抱える構造的な課題 
 ア 年齢構成が高く、医療水準が高い 
 イ 所得水準が低い、保険税負担が重い 
 ウ 財政運営が不安定な小規模保険者が多い、市町村間の格差あり 
 
（２）持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律 
 ア 平成 27 年５月 27 日成立 
 イ 国保制度改正内容 
  ① 国保への財政支援の拡充（平成 27 年度から毎年度約 1,700 億円）により、財政基

盤を強化 平成 30 年度より更に約 1,700 億円を加えた約 3,400 億円の財政支援 
  ② 平成 30 年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や 
   効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 
 
（３）改革後の国保の運営のあり方 
 ア 運営のあり方 
  ① 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う 
  ② 都道府県が、財政運営の責任主体となる 
  ③ 都道府県が国保運営方針を示し、市町村事務の効率化・標準化・広域化を推進 
 イ 都道府県の主な役割 
  ① 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 
  ② 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払う 
 ウ 市町村の主な役割 
  ① 国保事業費納付金を都道府県に納付 
  ② 資格管理（被保険者証等の発行） 
  ③ 標準保険料率等を参考に保険料率を決定 
  ④ 賦課・徴収 
  ⑤ 保険給付の決定 
  ⑥ 保健事業の実施 
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納付金・標準保険料率、市町村保険料の決定フロー（イメージ）厚生労働省（案） 
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 納付金等に係る実質的な検討・調整 
･平成 28 年試算時の数値と「公費の考え方」によ

り、 納付金・標準保険料率を算出 
・試算結果により、賦課割合等を概ね決定 

納付金等の算定に

向けた公費の考え

方を提示 

9 月下旬:平成 29 年

度仮係数を提示 

 本算定の実施 
・平成 29 年度仮係数に 

より試算を実施  

 運営協議会における運営方針の諮問・答申 
・賦課割合等について明記 

運営方針決定（知事決裁） 

条例改正（12 月議会） 
・賦課割合等の具体的な

定め 

納付金等の確定 
・確定係数により試算を

行い、納付金・標準保険

料率を確定 

12月末:平成 29年

度確定係数を提示 
 

納付金等の通知 保険料率の算出 
・納付金、標準保険料率を

踏まえて算出 

運営協議会の開催 
・保険料率を議論 

条例改正・予算審議（3 月

議会）・保険料率を決定 
・平成 30 年度予算を決定 

予算審議（3 月議会） 
・平成 30 年度予算を決定 
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